
2021年4月1日

看護補助者への期待と確保・定着に向けて

令和７年１月３０日（木）1３ : 0 0～1５ :００
令和６年度看護職員の働き方改革推進セミナー
看護職のタスク・シフト/シェア～看護補助者との協働



本日のお話

１ 看護を取り巻く状況

２ 医療スタッフの協働・連携

３ 看護補助者の確保・定着に向けて



看護を取り巻く状況
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第 ７ 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日

資料1

医療需要の変化⑤ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
○ 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見込まれており、医療と

介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。
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出典：2020年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2020年
10月１日人口（総務省統計局人口推計）から作成
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出典：将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年４月推計）
出生中位（死亡中位）推計

実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口）



2018 2025 2040

826万人

（12%）

6,665万人

940万人程度

（14~15%程度）うち
医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

20402040

1,070万人程度

（18~20%程度）

6,082万人

6,490万人
～（※）

5,245万人

6,024万人
～（※）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数

経済成長と労働参加が
適切に進むケース

6,024万人

974万人

（16%）

・ 改革により生産性が
向上し、
・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）

改革後の就業者数

963万人

926万人
～

①多様な就労・社会参加

②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、
75歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を
５％（医師は７％）以上改善

※総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。
総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。

※2018年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。

○2040年には就業者数が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。

マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる
第 ７ 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日
資料1
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資料出所：厚生労働省「医療施設（静態）調査」「衛生行政報告例（隔年報）」「病院報告（従事者票）」に基づき厚生労働省医政局看護課において集計・推計

・病院で就業する看護職員数は、2017年以降は「医療施設（静態）調査」、2014年以前は「病院報告（従事者票）」による。
・診療所で就業する看護職員数は「医療施設（静態）調査」による。
・病院・診療所以外で就業する看護職員数は「衛生行政報告例（隔年報）」による。なお、「衛生行政報告例（隔年報）」の調査年ではない年については 「衛生行政報告例（隔年報）」の数値に基づく推計値。

（万人）

看護職員就業者数の推移

保健師
6.7万人

助産師
4.2万人

准看護師
30.5万人

看護師
132.0万人

看護職員の確保が進められて、看護職員就業者数は増加を続け、2020年（令和２年）には173.4万人となった。

保健師

助産師

看護師

准看護師

注：看護職員とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師のこと。
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都道府県別 人口10万人当たり看護職員就業者数（2020年（令和２年））

人口10万人当たり看護職員就業者数については、首都圏等の都市部において、全国平均よりも少ない傾向。
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資料出所：厚生労働省「医療施設（静態）調査（令和２年）」「衛生行政報告例（隔年報）」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和３年１月１日現在）」

注：看護職員とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師のこと。

全国平均
1,369人

全国平均以上

全国平均未満
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看護職員確保に向けた施策の方向性

看護職員の確保に当たっては、「新規養成」「復職支援」「定着促進」を三本柱にした取組を推進していく。

①看護職員の新規養成

 地域医療介護総合確保基金により、看護師等養成所の整備や運営に対する財政支援を実施。
 看護関係資格の取得を目指す社会人経験者が、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専門実践教育訓練）を受講した
場合の給付の実施。

②看護職員に対する復職支援

 都道府県ナースセンターが、無料職業紹介や情報提供・相談対応等を通じて、潜在看護職の復職支援を実施。
「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」（令和６年度運用開始予定）の構築により、ナースセンターによる多様なキャリア
情報の把握・活用を通じて、潜在看護職に対する復職支援を充実。

③看護職員の定着促進

 地域医療介護総合確保基金により、病院内保育所の整備・運営や仮眠室・休憩スペース等の新設・拡張など、勤務環境改善に対する支援を実施。
 都道府県医療勤務環境改善支援センターにおいて、看護職員を含めた医療従事者の勤務環境改善のための体制整備を行う医療機関に対して総合
的・専門的な支援を実施。

新規養成 復職支援 定着促進

診療報酬改定により令和４年10月に看護職員処遇改善評価料を導入。また、令和５年度補正予算により看護補助者の処遇改善事業を実施
するとともに、診療報酬改定により令和６年６月にベースアップ評価料を導入。

看護職員等の処
遇改善

地域・領域別の
課題への対応

第８次医療計画（令和６年度～）に基づき、都道府県において、都道府県・二次医療圏ごとの課題に応じた看護職員確保対策の実施を推
進するとともに、需要が増大する訪問看護に従事する看護職員の確保方策を策定。 8



看護師等学校養成所施設数の推移
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地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の養成・確保に関する事業

○ 看護師等養成所の施設・設備整備

看護師等養成所の新築・増改築に係る施設整備や、開設に伴う初
度設備整備、在宅看護自習室の新設に係る備品購入、修業年限の延
長に必要な施設整備に対する支援を行う。

○ 離職防止を始めとする看護職員の確保対策の推進

地域の実情に応じた看護職員の離職防止対策を始めとした総合的な
看護職員確保対策の展開を図るための経費に対する支援を行う。
（新人看護職員やその指導者向けの研修会・情報交換会、中高生等に対する看護

職の魅力PRや進路相談、卒業後に県内医療機関や看護職員不足地域の医療機関
で就業する看護学生への修学資金の貸与など）

○ 看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体制整備

看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任教員の
配置や、実習経費（医療機関における実習受入や実習指導者の配置
に係る経費等）など、看護師等養成所の運営に対する支援を行う。

○訪問看護の促進

訪問看護の安定的な提供体制を整備するための機能強化型訪問看護
ステーションの設置支援や、訪問看護を行う看護師等における利用
者・家族からの暴力・ハラスメント対策として、セキュリティ確保に
必要な防犯機器の初度整備に係る経費に対する支援を行う。
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地域医療介護総合確保基金で実施する看護職員の勤務環境改善に関する事業

○ 看護職員の勤務環境改善のための施設整備

病院のナースステーション、仮眠室、処置室、カンファレンスルー
ム等の拡張や新設により、看護職員が働きやすい合理的な病棟づくり
とするために必要な施設整備に対する支援を行う。

○ 医療勤務環境改善支援センターの運営

医師・看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目
指し、PDCAサイクルを活用して勤務環境改善に取り組む医療機関に
対して総合的・専門的な支援を行うため、都道府県が設置する「医療
勤務環境改善支援センター」について、運営経費に対する支援を行う。

○ 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援（院内保育
所整備・運営等）

医師事務作業補助者・看護補助者の配置などの医療従事者の働き
方・休み方の改善に資する取組、専門アドバイザーによる助言指導、
業務省力化・効率化など勤務環境改善に資するICTシステムの導入、
院内保育所の整備・運営などの働きやすさ確保のための環境整備な
ど、計画的に勤務環境の改善を進める医療機関を支援する。

○ 看護職員の就労環境改善のための体制整備

短時間正規雇用など多様な勤務形態等の導入のための経費（啓発
や導入のための研修等）、総合相談窓口の設置のための経費、看護
業務の効率化や職場風土改善の研修等を行うための経費に対する支
援を行う。
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都道府県ナースセンター

看護職

潜在看護職の復職支援等
（無料職業紹介）

求職登録

マッチング

医療機関

求人登録

マッチング

看護職や医療機関に対する
情報提供・相談対応

相談、照会

復職支援・スキルアップ支援に
資する情報提供、相談対応

相談、照会

看護職確保に係る情報提供
（求人の出し方の例等）、
相談対応

訪問看護等の知識・技術に
関する研修

研修の実施

中央ナースセンター

（日本看護協会）

都道府県・関係団体・
ハローワーク等

連絡調整、指導等の援助、
情報提供等

緊密に連携し、地域課題の解決
に資する看護職確保策を実施

※平成30年末時点の推計では、65歳未満の就業者看護職員数は約154.0万人（平成22年末：約139.6万人）、65歳未満の潜在看護職員数は約69.5万人（平成22年末：約71.5万人）
（資料出所）令和２年度厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業「新たな看護職員の働き方等に対応した看護職員需給推計への影響要因とエビデンスの検証についての研究」（代表研究者：小林美亜）、平成24年度厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業「第七次看護職員需給見

通し期間における看護職員需給数の推計手法と把握に関する研究」（代表研究者：小林美亜）

都道府県ナースセンターによる看護職の就業・資質向上支援

都道府県ナースセンターは、①潜在看護職の復職支援等（無料職業紹介）、②看護職や医療機関に対する情報提供・相談対応、③訪問看護等の知識・技
術に関する研修の実施等を通じて、地域における看護職の就業・資質向上を支援している。
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物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応

 全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応

 医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現

 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

診療報酬 ＋０．８８％ （R６年６月１日施行）
① 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種（下記※に該当する者を除く）について、R6年度にベア＋2.5％、R7年度にベア＋2.0％を実施していくための特例的な対応

＋０．６１％

② 入院時の食費基準額の引上げ（１食当たり30円）の対応（うち、患者負担については、原則、１食当たり30円、低所得者については、所得区分等に応じて10～20円）   

＋０．０６％

③ 生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化   ▲０．２５％

④ ①～③以外の改定分     ＋０．４６％（※40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置分

（＋0.28％程度）を含む）

 うち各科改定率：医科＋０．５２％、 歯科＋０．５７％、 調剤＋０．１６％

令和６年度の診療報酬改定等に関する大臣折衝事項（令和５年12月20日）（抄）

賃上げ・基本料等の引き上げ

➢ 医療従事者の人材確保や賃上げのためのベースアップ評価料により賃上げを実施。

➢ 外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと、職員の賃上げを実施することに伴う初再診料等の引き上げ。

➢ 40歳未満勤務医師や事務職員の賃上げ及び入院料の通則の改定に伴う入院基本料等の引き上げ。

令和６年度診療報酬改定における改定項目（抄）

令和６年度診療報酬改定に当たっての基本認識
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(新) 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）  
(新) 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）  
(新) 入院ベースアップ評価料



○ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

【人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ】

令和６年度補正予算 1,311億円

○ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

都 道 府 県厚 生 労 働 省 医 療 機 関

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請

Ⅲ 実績報告
Ⅳ 交付額確定

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請

Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関
に交付

Ⅲ 医療機関は速やかに都道府県に実績報告

Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

○ 施策の目的

○ 施策の概要

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等
の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。

また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備等が困難となっている場
合への対応を図る。

加えて、賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図る。

□ 生産性向上・職場環境整備支援
・ 生産性向上・職場環境整備等事業：設備導入や生産性向上の取組を進める医療機関等（ベースアップ評価料算定機関）を支援し、生産性向上・賃上げを図る

□ 経営状況の急変等を踏まえた支援
・ 医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援：患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援を実施するとともに、現下の物価

高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援
・ 産科・小児科医療確保事業：急激な分娩減少などにより特に支援が必要な産科・小児科に対して支援を実施

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組を加速するとともに、地域
に必要な医療提供体制を確保する。 14



２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

令和６年度補正予算額 2.8億円 ※令和５年度補正予算（1.4億円）により令和６年度に実施している事業の拡充

○ 看護現場においては看護記録・情報共有等の間接業務の時間が長く、本来行われるべき療養上の世話や診療の補助等の
直接ケアを行う時間の確保が課題となっている。

○ 2024年4月からの医師の労働時間上限規制開始に伴い、タスクシフト・タスクシェアが推進されているところであり、
これまで以上に看護業務効率化や生産性向上が必要となっている。

○ 看護基礎教育の現場でも学生が卒業後にICT機器が導入された看護現場で円滑に就労するために各看護師等養成所の課題
に応じたデジタルトランスフォーメーション（以下、「DX」という。）を促進していくことが必要である。

○ そこで、看護師養成や看護現場のDXを促進し、看護業務及び看護職員育成の効率化の推進及びその効果を評価することで、
看護サービスの質のさらなる向上を目的とする。

【医療機関・訪問看護ステーション】
○医療機関等において看護職員の業務効率化を目的にICT機器を 導入した

看護実践を実施。
○看護業務の効率化にどの程度寄与しているか、費用対効果、ケアの質・

医療安全の評価等、効果検証を行う。

【看護師等養成所】
○看護師等養成所からモデル校を選出し、効果検証を行う。
○DX必携に基づきモデル校においてデジタル技術を活用した教育を実践し、

必要に応じて必携の改善を行う。その際、デジタル技術を活用した教育
を支援する「情報技術支援員」をモデル校へ派遣する。

○モデル校として各地域の先駆的取組を行う養成所として、視察等の受入
れを行う。

補助

厚生労働省
①シンクタンク等

②医療機関・訪問看護ステーション

③看護師等養成所

委託

報告

補助

（看護師等養成所）
・課題の整理及び養成所DX計画作成支援
・導入効果の調査・分析
・看護師等養成所のDX必携作成
・情報技術支援員の派遣
・DX化促進のための周辺養成所のコーディネート 等

（医療機関等）
・課題の整理及び看護DX計画作成支援
・導入効果の調査・分析
・看護DX促進のための事例集作成 等

ICT機器を活用した看護の実践

・DX計画に基づく学習環境の
整備・教育の実施
・視察等の受入れ

調査等の協力

調査等の協力

○ 実施主体等：
① シンクタンク等（委託）

  ② 医療機関・訪問看護ステーション 24箇所（補助率1/２）
③ 看護師等養成所 10箇所（補助率：定額（10/10）相当）

15
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「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」の改定について

○厚生労働大臣及び文部科学大臣は、看護師等の人材確保の促進に関する法律第３条に基づき、国民に良質かつ適切な医療の提供を図るために、看護師等（保健師、助産師、看
護師及び准看護師）の確保を促進するための措置に関する基本的な指針を策定することとされている。

○1992年12月の本指針の制定から現在までの間、①2001年の保健師助産師看護師法の改正に伴い「看護婦」から「看護師」と改正されるなど、看護師等を巡る状況は大きく変
化したこと、②今後、少子高齢化の進行に伴って、現役世代（担い手）が急減する中で、看護ニーズの増大が見込まれており、看護師等の確保の推進が重要であること、③コ
ロナ禍を受けて、新興感染症等の発生に備えた看護師等確保対策を実施する必要があること等から、2023年10月に本指針の改定を行った。

○改定の概要は以下のとおり。 ※今回の改定以降も、医療提供体制の見直しに係る状況等を踏まえて、必要に応じて本指針の見直しを行う。

・看護師等の就業者数は増加（1990年 83.4万人 → 2020年 173.4万人）
・2025年需要推計によると、2020年の就業看護師等数よりも増大が必要
・需給の状況は地域別・領域別に差異があり、地域・領域ごとの課題に応じた確保対策が重要
・2040年に向け生産年齢人口が減少していく中で看護師等の確保の推進が必要
・2040年頃を視野に入れた新たな看護師等の需給推計は、今後の医療計画の作成等に活用でき
るようにすることが重要

・看護師等の教育の課程は、保健師、助産師、看護師（三年課程、二年課程）及び准看護師の各
課程からなり、全日制・定時制など多様な形態で構成される

・地域医療介護総合確保基金による看護師等養成所の整備・運営の支援が重要
・看護関係資格の取得を目指す社会人経験者の教育訓練の受講支援が重要
・療養の場が多様化し地域包括ケアが推進される中で、訪問看護ステーション等での需要増加に
対応するため、多様な場での実習の充実を更に図っていくことが重要

・今後は看護学生の減少が予想されるため、資質の高い看護教員の確保や看護師等を安定的に養
成する取組など、地域の看護師等学校養成所間での議論が望まれる

・看護師等の就業継続を支援していくため夜勤等の業務負担の軽減や病院等のICT化の積極的な
推進による業務の効率化を図っていくことが重要

・労使において業務内容、業務状況等を考慮した給与水準となるよう努める
・仕事と育児の両立支援に向けた環境整備の推進や地域医療介護総合確保基金による支援も活用

した勤務環境改善のための体制整備を進めるよう努める
・職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要
・チーム医療推進のため、タスク・シフト/シェアを進めていくことが重要

・看護師等はライフイベントによるキャリア中断が多いため、新人世代から高齢世代までを通じ
たキャリアの継続支援が重要

・すべての新人看護師等が基本的な臨床実践能力を獲得することが重要
・個々の看護師等が置かれた状況等により、例えば、特定行為研修の受講など、就業場所、専門

領域、役職等に応じた知識・技術・能力の向上が求められる
・看護師等の指導を行う看護管理者の役割が重要であり、看護管理者には自らの病院等のみなら

ず地域の様々な病院等と緊密に連携する能力が求められる

・新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組の推進が重要
・都道府県ナースセンターにおける職業紹介等の充実や公共職業安定所と都道府県ナースセン

ターとの緊密な連携を通じたマッチングの強化が重要
・「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」により、看護師等のスキルアッ

プの推進を図ることが重要
・都道府県・二次医療圏ごとの地域の課題に応じた看護師等の確保や領域別の今後の看護師等の

需給を踏まえ、訪問看護における看護師等の確保が重要
・人生100年時代において生涯にわたる看護師等の就業推進が必要

・新興感染症や災害が発生した場合において的確に対応できる看護師等の応援派遣が迅速に実施
できるよう、災害支援ナースの養成及び応援派遣を行う仕組みを構築することが必要

・国においては、災害支援ナースの養成及びリスト化を進めるとともに、全国レベルでの看護師
等の応援派遣調整に係る体制を整備することが重要

・都道府県においては、災害支援ナースの応援派遣に係る医療機関等との間の協定の締結を着実
に進めることが重要

・看護師等の確保を進める上で、医療関係者をはじめ広く国民一人一人が「看護」の重要性や魅力について理解と関心を深めることが必要
・看護補助者が実施可能な業務については、看護補助者が担っていく環境を整備することや看護補助者の社会的な認知の向上に努めることが重要

① 看護師等の就業の動向

② 看護師等の養成

③ 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善

④ 研修等による看護師等の資質の向上

⑤ 看護師等の就業の促進

⑥ 新興感染症や災害等への対応に係る看護師等の確保

⑦ その他看護師等の確保の促進に関する重要事項



医療スタッフの協働・連携



医療スタッフの協働・連携の在り方に関するこれまでの取組
タスク・シフト /シェアの推進に
関 す る 検 討 会 議 論 の 整 理

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日

参考資料
別添1



特定行為に係る看護師の研修制度について

１．目的

 看護師が医師又は歯科医師の判断を待たずに手順書により行う診療の補助行為を特定しその行為を実施する場合の研修制度を創設（平成27年
10月）することにより、個別に熟練した看護師だけでなく、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能を持った
看護師を計画的に養成して、今後の在宅医療等を支えていく看護師を確保する。

２．特定行為の流れ

医師又は
歯科医師

手順書で
予め指示

病状の範囲
を確認

病状の範囲内

病状の範囲外

特定行為を実施 医師又は歯科医
師に結果報告

医師又は歯科医師に意見を求める

研修を修了
した看護師

特定行為

３．特定行為の研修

○ 厚生労働大臣が指定する指定研修機関において実施

○ 研修は講義、演習又は実習によって実施

○ 看護師が就労しながら研修を受けられるよう、

① 講義・演習は、eラーニング等通信による学習を
可能としている

② 実習は、受講者の所属する医療機関等（協力施
設）で受けることを可能としている

「共通科目」 全ての特定行為区分に共通するも
のの向上を図るための研修

共通科目の内容 時間数

臨床病態生理学（講義、演習） 30

臨床推論（講義、演習、実習） 45

フィジカルアセスメント
（講義、演習、実習）

45

臨床薬理学（講義、演習） 45

疾病・臨床病態概論（講義、演習） 40

医療安全学、特定行為実践
（講義、演習、実習）

45

合計 250

「区分別科目」特定行為区分ごとに異なるもの
の向上を図るための研修

※全ての科目で、講義及び実習を行う。 
一部の科目については演習を行う。

※１区分ごとに受講可能。

感染に係る薬剤投与関連 29 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 16 

創部ドレーン管理関連 ５

創傷管理関連 34

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 ９

特定行為区分（例） 時間数



看護師による特定行為に係る規定

保健師助産師看護師法（抄）
（昭和23年法律第203号）（平成27年10月1日施行）

第37条の２ 特定行為を手順書により行う看護師は、

指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に

係る特定行為研修を 受けなければならない。



特定行為に係る看護師の研修における指定研修機関及び修了者の推移

○特定行為研修を行う指定研修機関は、年々増加しており令和６年９月現在で426機関、年間あたり受け入れ可能な人数（定員数）は 6,149人である。

○特定行為研修の修了者数は、年々増加しており令和６年９月現在で11,441人である。

■指定研修機関数の推移 ■特定行為研修修了者数の推移
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（令和2年はCOVID19影響で7月末時点）

直近１年は2,621人増加定員数6,149人 

（厚生労働省医政局看護課調べ）
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特定行為に係る看護師の研修に対する支援策

✓研修機関導入促進支援事業
研修導入に必要な備品購入、eラーニング設置、実習体制構築等の経費に対する支援

✓指定研修機関運営事業
指導者経費、実習に係る消耗費、委託費、指定研修機関と協力施設の連携に必要な
経費に対する支援

✓組織定着化支援事業
指定研修機関である医療機関等において、組織的かつ継続的に特定行為研修の
受講と修了生の活動を推進する取組を行う医療機関等を財政的・技術的に支援

✓指定研修機関等施設整備事業
研修を実施するためのカンファレンスルーム、eラーニング設置、研修受講者用
の実習室等の新築・増改築・改修に必要な施設整備に必要な経費に対する支援

✓人材開発支援助成金
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を雇用保険により助成

指定研修機関への支援

✓ 地域医療介護総合確保基金
受講者の所属施設に対する支援（医療機関において負担
した受講料等の費用補助、代替職員雇用の費用補助）

✓診療報酬における評価
一定の要件を満たした研修修了者が、診療報酬上の施設基
準等の要件とされている

平成30年改定：糖尿病合併症管理料、糖尿病透析予防指
導管理料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料、特定集中治療室
管理料1及び2

令和２年改定：総合入院体制加算、麻酔管理料Ⅱ 

令和４年改定：重症患者搬送加算、重症患者対応体制強化
加算、早期離床・リハビリテーション加算、精神科リエゾ
ンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク
患者ケア加算、呼吸ケアチーム加算、術後疼痛管理チーム
加算、専門性の高い看護師による同行訪問、機能強化型訪
問看護管理療養費1～3、専門管理加算、手順書加算

令和６年改定：特定集中治療室管理料５及び６
機能強化型訪問看護管理療養費1

医療機関への支援

✓教育訓練給付
労働者が研修の費用を負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合、その
費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援

・一般教育訓練給付：受講費用の20％（上限年間10万円）
・特定一般教育訓練給付：受講費用の40％（上限年間20万円）
・専門実践教育訓練給付：受講費用の50％（上限年間40万円）

※受講者が支給を受けるためには、指定研修機関の特定行為研修が、教育訓練
施設としてあらかじめ厚生労働大臣の指定を受けている必要がある

研修受講者への支援



医療スタッフの協働・連携の在り方に関するこれまでの取組
タスク・シフト /シェアの推進に
関 す る 検 討 会 議 論 の 整 理

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日

参考資料
別添1



医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について（抄）



医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について（抄）

役割分担の具体例

2)ベッドメイキング
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する療養上の世話の範疇に属さない退院後の患者の空きのベッド及

び離床可能な患者のベッドに係るベ ッ ドメイキングについては、「ベッドメイキングの業務委託について(回答)」(平成12年11月
7日付け医政看発第37号・医政経発第77号。以下「業務委託通知」という。)において示 しているとおり、看護師及び准看護師(以
下「看護職員」という。)以外が行うことができるものであり、業者等に業務委託することも可能である。
ただし、入院患者の状態は常に変化しているので、業務委託でベッドメイキングを行う場合は、業務委託通知において示して

いるとおり、病院の管理体制の中で、看護師等が関与して委託するベッドの選定を行うなど、病棟管理上遺漏のないよう十分留
意されたい。

3) 院内の物品の運搬・補充、患者の検査室等への移送
滅菌器材、衛生材料、書類、検体の運搬・補充については、専門性を要する業務に携わるべき医師や看護師等の医療関係職が

調達に動くことは、医療の質や量の低下を招き、特に夜間については、病棟等の管理が手薄になるため、その運搬・補充につい
ては、看護補助者等の活用や院内の物品運搬のシステムを整備することで、看護師等の医療関係職の業務負担の軽減に資するこ
とが可能となる。その際には、院内で手順書等を作成し、業務が円滑に行えるよう徹底する等留意が必要である。
また、患者の検査室等への移送についても同様、医師や看護師等の医療関係職が行つている場合も指摘されているが、患者の

状態を踏まえ総合的に判断した上で事務職員や看護補助者を活用することは可能である。

4) その他
診療報酬請求書の作成、書類や伝票類の整理、医療上の判断が必要でない電話対応、各種検査の予約等に係 る事務や検査結果

の伝票、画像診断フィルム等の整理、検査室等への患者の案内、入院時の案内(オリエンテーション)、入院患者に対する食事の
配膳、受付や診療録の準備等についても、医師や看護師等の医療関係職が行つている場合があるという指摘がなされている。事
務職員や看護補助者の積極的な活用を図り、専門性の高い業務に医師や看護師等の医療関係職を集中させることが、医師や看護
師等の医療関係職の負担を軽減する観点からも望ましいと考えられる。
また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の遵守等、事務職員の適切な個人情報の取り扱いについて十分留意

されたい。



基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（抄）
（令６．３．５保医発0305 ５）

別添２ 入院基本料等の施設基準等

第２ 病院の入院基本料等に関する施設基準

４ 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。

（６）看護の実施は、次の点に留意する。

イ ・・・・・（略）・・・・・

看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、

入浴、移動等）、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整

理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務を行うこととする。

なお、看護補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推

進について」（平成 19 年 12 月 28 日医政発第 1228001 号）にある、「２ 役割分担の具体例 (１)医師、看護

師等の医療関係職と事務職員等との役割分担」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で

整備していること。



看護補助者へのタスク・シフト／シェア

○ 看護職員がより専門性を発揮できるよう、看護職員から看護補助者へのタスク・シフト／シェアを推進することが重要。
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病床及び病床周辺の清掃・整頓

病室環境の調整（温度、湿度、採光、換気など）

シーツ交換やベッドメーキング

リネン類の管理

処置・検査等の伝票類の準備・整備

診療に必要な書類の整備・補充

薬剤の搬送（運搬）

検体・レントゲンフィルムの搬送

診察に必要な機械・器具等の準備、片付け

診療材料の補充・整理

食事介助

配膳・下膳

口腔ケア

身体の清潔に関する業務

寝衣交換

おむつ交換

トイレ介助

膀胱内留置カテーテルのバッグに溜まった尿の廃棄

安全・安楽に関する業務（体位交換など）

患者の移動・移送

見守り

現在の業務

今後活用したい業務

入退院・転出入に関する業務（書類や請求書等の配布、回収、作成など）

看護補助者の業務内容

＜研究概要＞
【対象】
病院（8,331施設）に依頼し、
看護管理者１名、看護補助
者１名ずつ回答

【回収数】
看護管理者調査 1,266（有
効回収率15.2％）、看護補助
者調査1,337（有効回収率
16.0％）

資料出所：
令和元年度厚生労働科学特別
研究「看護師と看護補助者の協
働の推進に向けた実態調査研
究」（研究代表者 坂本すが）
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※ 看護管理者が回答
複数回答 ｎ＝1,253

第２回看護師等確保基本指針検討部会

令和５年７月７日 資料２

※「看護補助者向けに実施する医療安全や感染対策、日常生活支援等に関する研修に係る経費」について、地域医療介護総合確保基金を活用することが可能。



日本看護協会ホームページ
https://www.nurse.or.jp/nursing/shift_n_share/nurse_aide/index.html

「看護補助者との協働の推進」

○ 看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務の
あり方に関するガイドライン及び活用ガイド（2021年）

○ 看護補助者との協働に関する研修

○ 看護補助者の業務に必要な能力の資料（2024年）

○ 看護補助者活用推進のための看護管理者研修テキスト（2013年）

など



地域医療介護総合確保基金で実施する主な看護職員の確保・養成事業（例）について

○ 看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体制整備

看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任教員の
配置や実習経費など養成所の運営に対する支援を行う。

○ 新人看護職員の質の向上を図るための研修の実施

看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、
新人看護職員に対する臨床研修実施のための経費に対する支援を行う。

○ 看護職員の負担軽減に資する看護補助者の活用も含めた看護管理者
の研修の実施
看護管理者向けに看護補助者の活用も含めた看護サービス管理能力

の向上のための研修を実施するための経費に対する支援を行う。

○ 看護職員の就労環境改善のための体制整備

短時間正規雇用など多様な勤務形態等の導入や総合相談窓口の設置、
看護業務の効率化や職場風土改善の研修等を行うための経費に対する
支援を行う。

○ 看護師等養成所の施設・設備整備

看護師等養成所の新築・増改築に係る施設整備や、開設に伴う初度
設備整備、在宅看護自習室の新設に係る備品購入、修業年限の延長に
必要な施設整備に対する支援を行う。

○ 看護職員の資質の向上を図るための研修の実施

看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等を開催するため
の経費に対する支援を行う。

○ 看護職員の定着促進のための宿舎整備
看護職員の離職防止対策の一環として、看護師宿舎の整備に対する

支援を行う。

○ 看護職員の勤務環境改善のための施設整備

病院のナースステーション、仮眠室、処置室、カンファレンスルー
ム等の拡張や新設により看護職員が働きやすい合理的な病棟づくりと
するために必要な施設整備に対する支援を行う。

○ 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援（院内保育所整備・運営等）

計画的に勤務環境の改善を行う医療機関に対して、医療クラーク・看護補助者の配置などの医療従事者の働き方・休み方の改善に資する取組、
専門アドバイザーによる助言指導、業務省力化・効率化など勤務環境改善に資するICTシステムの導入、院内保育所の整備・運営などの働きやすさ
確保のための環境整備など、改善計画を進める医療機関の取組を支援する。

○ 医療勤務環境改善支援センターの運営

医師・看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目指し、PDCAサイクルを活用して勤務環境改善に向けた取組を行うための仕組
みを活用して勤務環境改善に取り組む各医療機関に対して総合的・専門的な支援を行うために設置される「医療勤務環境改善支援センター」を都
道府県が運営するための経費に対する支援を行う。



令和５年度 看護職員の資質の向上に係る研修事業等の実施状況について

【目的】 都道府県における看護職員を対象とした研修等の事業の実施状況を把握するとともに、本調査の集計結果を各都道府
県等に情報提供することで、看護職員の研修及び特定行為に係る看護師の研修制度の一層の推進を図ることを目的とする。

【調査項目】実施の有無、事業概要、受講者数（もしくは有無）、委託先 等 【調査時期】令和６年６月

看護職員の資質の向上を図るための研修事業 実施都道府県数

中堅期看護職員向け研修 １７

管理者（管理期）向け看護職員研修 １７

プラチナナースに対する研修 ２２

潜在看護職員復職支援 ３９

看護補助者に係る研修 ７

災害看護に関する研修 ９

感染症に関する研修 ８

外来看護に関する研修 １

その他の研修事業の実施状況及び事業計画に関する
調査結果はこちら

厚生労働省ホームページ
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧

 > 健康・医療> 医療> 看護関連政策
> 看護職員研修事業の実施状況及び事業計画に

関する調査について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000141361.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000141361.html


看護補助者の確保・定着に向けて



病院における100床当たりの看護職員数・看護補助者数の推移
第２回看護師等確保基本指針検討部会

令和５年７月７日 資料２

病院全体における100床当たりの看護職員数・看護補助者数の推移を見ると、看護補助者及び准看護師の人数は減少している
一方、看護師の人数は増加。病院全体においては、100床当たりの看護職員数・看護補助者数の合計数は増加している。
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資料出所：厚生労働省「医療施設静態調査」（2017年以降）
厚生労働省「病院報告」（2014年以前）

※看護補助者は「看護業務補助者」及び「介護福祉士」の合計 ※単位は、常勤換算の人数

注：平成28年までは「病院報告」で把握していたが、平成29年からは「医療施設静態調査」で把握することとなり、平成29年以降は従事者数
不詳の病院が存在するため、単純に年次比較することはできない。
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看護補助者の確保・定着状況

出典：厚生労働省 医療専門職支援人材確保・定着支援事業 令和5年度アンケート調査結果報告書（2024年3月29日）

＜調査概要＞
【対象】
病院（8,144施設）の支援人材の確保・
定着に関係する管理職
（例：理事長、院長、事務長、人事責任
者、採用責任者、看護部
長、看護管理者等）

【調査方法】
アンケート依頼状を郵送し回答用の
Webページから回答

【回答施設数】
1,136施設（回答率13.9％）

必要数確保できていないと回答した病院は66.4％であった。



医療専門職支援人材確保・定着支援事業

【事業概要】

○ 医療機関における看護補助者等の確保を支援するため、看護補助者等の業務内容や魅力、看護補助者等となる方法等を示した

リーフレットやポスター、ＰＲ動画を作成し、ハローワーク等で配布や放映するなどして、関係者への周知・啓発を行った。

○また看護補助者等が継続して医療機関で勤務できるよう、看護補助者等の定着促進に資する研修プログラム等のツール開発や、

看護補助者等活用の好事例周知、医療機関向けに看護補助者等の活用に関する情報発信をするなどの支援を行った。

•
PR動画・リーフレットなど（R2年度） 本人・管理者向けe- learn ing・テキスト

ポスター

e-learning

テキスト

看護補助者等の魅力を伝える「PR動画」や

「ポスター」「リーフレット」、「ハローワー

クでの求人票の書き方」などを作成。

看護補助者等向けに、病院の基礎知識をわかり

やすくまとめた「e-learning」「テキスト」や、

医療機関の管理者向けの「定着に向けた手引書」

などを作成。

『いきいき働く医療機関
サポートWeb（いきサポ）』

医師の働き方改革制度
解説ページ

『いきいき働く医療機関
サポートWeb（いきサポ）』

医師の働き方改革制度
解説ページ



看護補助者の確保・定着支援事業

① 施策の目的

② 施策の概要

③ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

④成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

看護補助者の確保・定着に困難が生じている病院等において、看護補助者の確保・定着のための取組を総合的に推進
することにより、病院の人材マネジメント力の向上を支援することを目的とする。

看護補助者の確保・定着に困難が生じている病院等において、看護補助者の確保・定着に向けた取組の実践を支援する。

看護補助者の確保・定着に困難が生じている病院等において、看護補助者の確保・定着のための取組を総合的に推進
することにより、病院の人材マネジメント力が向上し、看護補助者の確保・定着に繋がる。

・病院等の課題の整理支援
・病院等への職員派遣
・看護補助者確保・定着計画の策定支援
・取組実践まとめ（好事例の評価）
・報告書作成、周知 等

シンクタンク等

報告

委託
病院等

・看護補助者の確保・定着に困難を抱え
る病院等において、課題の整理を行う
（検討会議の開催等）。

・問題解決に向けた取組の実践。
・課題の整理や取組の実践を通じ、看護

補助者確保・定着計画の策定を行う。

取組支援

調査協力



看護補助者の確保・定着支援事業：看護補助者の確保・定着セミナー

株式会社三菱総合研究所ホームページ

お申し込みは・・・

https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20250228.html



看護業務効率化 先進事例収集・周知事業 ポータルサイト

○ 看護職がより専門性を発揮できる働き方の推進や生産性の向上、看護サービスの質の向上を図るための看護業務

の効率化の推進を図ることを目指し、先進的な取り組みや情報を提供するサイト。

https://kango-award.jp/



看護業務効率化 先進事例収集・周知事業 ポータルサイト：事例検索

出典：日本看護協会 看護業務効率化先進事例収集・周知事業ポータルサイト



看護業務効率化取り組みガイド

○「看護業務効率化先進事例収集・周知事業」の事業成果をふまえ、多くの施設で看護業務効率化に取り組めるよ

う看護業務効率化の取組のプロセスを解説。 
【掲載内容の一部】

日本看護協会看護業務効率化 先進事例収集・周知事業 ポータルサイト

第３章看護業務
効率化の取り組みの

継続・発展

第２章看護業務
効率化の取り組み

プロセス

第１章看護業務
効率化の考え方

https://kango-award.jp/



厚生労働省ホームページ：看護関連施策



ご静聴ありがとうございました。
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